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2025年度予算概算要求に向けての要望 

 

平素より本会および理学療法士の活動にご理解とご協力を賜り、心より感謝申し上げます。

2025 年度予算概算要求につきまして、別添の通り要望を提出いたします。また予算成立後、

速やかに執行が行われますよう、あわせてお願い申し上げます。 

健康長寿社会の形成に資する新産業創出にむけた提案につきまして、ご高配を賜りますよう

何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 

1. 共生社会の推進におけるリハビリテーションや理学療法の普及と促進 

2. 自治体と専門職団体が連携した啓発活動の普及や好事例の見える化 

 

各項目の詳細は別添参照 

 

以上  



2025年度予算概算要求に向けての要望事項 

（※）については、添付資料をご参照ください。 

 

１．共生社会の推進におけるリハビリテーションや理学療法の普及と促進 （※添付 p２） 

令和６年４月１日より、障害者差別解消法における合理的配慮の提供が義務化されました。

障害のある人もない人も、共に生きる社会の実現に向けて、取組が推進されるためにも、障害

に対する確かな理解と普及が必要となります。他方、大臣官房孤独・孤立対策推進法施行準備

室による「孤独・孤立に悩む人を誰ひとり取り残さない社会」、「相互に支え合い、人と人との

「つながり」が生まれる社会」の実現に向けても取組が推進されています。 

障害を理解し、また、社会的に脆弱な立場にある方々が取り残されない社会を構築するため

にも、身体ケアを含めたバックサポートを理学療法士は担うことができます。よって、これら

の取組のさらなる推進ならびに推進にむけた理学療法士の活用について、予算の確保を要望し

ます。 

 

２．自治体と専門職団体が連携した啓発活動の普及や好事例の見える化 （※添付 p３） 

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の改正等により、障害を抱える人を取

り巻く環境は確実に改善されつつありますが、障害のない人を前提に作られた社会や組織の仕

組み、文化や習慣などが「社会的障壁」となり、障害を持つ人たちが不利益や困難さを感じざ

るを得ない状況が、今も解消されずにいます。 

障害を理由とした生きづらさの解消を進めていくためには、物理的な障壁を取り除くだけで

はなく、国民１人１人の障害理解を深め、別添事例のような、障害を深く理解する専門職が関

わる地域での「共生社会」の推進に向けた普及啓発活動の活発化が求められます。 

障害を理由とする差別の解消を一層推進する観点から、専門職による心のバリアフリーに関

する地域での普及啓発活動の費用補助を充実するとともに、自治体と専門職団体が連携した啓

発活動の普及や好事例の見える化を要望します。 

 

 


